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。
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潜
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眛
の
，靈
間
越
上
膜
難
政

^
- 

. 0
^
0 

五

,

-- 

■ 

, 

- —#
■»
 

.

.

.

.

.: 

—
:.
- .
-■■t
. 

■

;

 

:

 

...
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笕
國
戰
時
の
食
糧

間
I
と
農
業
政策， 

第七號
 

六

案
中
、
^

和
時
代
に
於
て
實
行
す
可
き
、又
は
少
な
ぐ
と
も
實
行
の
緖
に
就
か
し
む
可
き
も

.
の
、
 

訐
0

を
’雨
却
し

(

例
へ
ば
穀
物
貯
藏
所
設
立
の
如
き

)

以
て
今
日
に
至
れ
る
が
、今
囘
の
戰
#
に
於 

て
.、英
國
は

«.
.に
食

a

の
：供
給
に
就
て
、容
易
な
ら
ざ
る
>浪
«

狀
爾

.

.に：•陷

n

k
。
即
ち
政
府
は
千

. 

九
百
十
四
年
八
月
芄
日
の
勑
令
を
以

V

S
T.
人
.類
の
：食
料

f

、寧
類
：の

.飼
料
た
る
可

&

物
資

' 

の
輸
出
を
禁

Ik
し
た
る
が

*

*
食
糧
供
給
の

.
大
半
を
外
國
に
仰
ぐ
の
地
位

^

居
る
國

R

M

T，
 

軍
に
輸
出
の
禁
止
を
賞
行

•し
穴

る
の
故
を

.以
て
、
W

等
貪
糧

_

題

の

解

決

；に
鹜
す
る
能
は
す
、
«
 

て
國
內
は
於
け
る
供
給
の
現
在
に
於
て
乏
し
く
、又
將
來
に
於
七
乏
し
か
る
可
き
事
實
を
眼
前 

に
暴
露
す
る
の
嫌
を
免
が
れ

‘ず
。
斯
く
て
物
資
に

.
對
す
る
需

®

は
#

劇
.
.に
增
加
し
て
、代
價
の
；： 

騰
貴
を
促
し
た
ぅ
。
玆
に
於
て
か
內
閣
に
附
屬

;L
.て、當
面

0
間
題

'に
處
：す
可
き
委
.ft
會
は
マ 

ッ
ヶ
ン
ナ
氏
を
委
員
長
ビ
し
て
組
織
せ
ら
れ
、委
員
會
は
先
づ
活
動
：：

.の：第

.1.

着
-手

S

し
て
、有
名 

な
る
食
糧
小
寶
商
人
を
召
集
し
、其
意
見

'に
f

、砂
糖
、牛
酪
、乾
酪
、_

豚
：肉
等
，に
對
す
る
最
高

®
 

格
を
公
定
し
一
方
に
食
糧
供

.給
の
實
狀
を
調
査
し
て
、今
後
收

«

#
ら
る
可
き
食
糧
を
加
、
て、
 

將
來
五
很
月

0

の
俾
給
を
^
持
す
る
分
暈
の
存
在
す
る
事

*

を
公
表
し
、食
糧
の
貯
藏
を
抑
制 

ず

る：爲
め

’
に
'、商
務
：院

樣

不

當

ゅ

貯

藏

せ
6

れ

ズ

は

負

占

め

ら

砵

た

：
る

食

：梅

を

：相

當

の

：：代

：：價
を
へ

0

て
、
買
.受
く
.
'
♦櫓
：能

を

有
す
名
：の
皆
律
制
.
.寒
せ
.
.
&
.れ

、加

，祭

陀

；
政
.
.摩

の

，
供

驗

英

：國

政
'府

9
管

：導
 

に
，移
れ
る
鐵
.道
に
：依
る

.：連
搬

.の
>便
宜
等
に
德
て
、

r

時
の
危
機
に
應
：

■じ、現
に

〔

標
举
小
：麥

(

マ」

厂ト 

パ；第

' 1

號)

に
.就
て
，見
る

r

;¥
九
百
十
四

.
'年

I 

'月：ょ

-

C
V

七
月

..

.

.
に至

：；

る
"平
均
；1

ク
オ

1

タ
ー

の
代 

價
：
5

十
七
志

.な
'
.
し̂
も
の
が
九
月
初
旬

'に
於
て

.
五
十

.志)

に

騰

：

貴
：：

し

た

る

：
に
、十

月

中

句
.に
^

却
：
 

て
四
+

四
志
.に
低
落
.し
、
一
時
：の
小
康
：を

示

す

を
#

た
ら
。

.然

れ

ど

も

上

記

の

如

き

小

，策
.の
み
を
以
て
、食
®
の
供
給
を
支
配

.し
、又
其
價
格
を
左
右
す
る 

は
、到

底

之

を

期

す

る

能

：は
^
、千
九
百
十
四
.年

十

•一:.
-月
に
入
る
や
、小
麥
め
，憚
格
は
'次
第

^
'騰
貴
：
 

し
、翌
年
五
月
に

.至 .：

る
：咬
で
、其
勢
，を
改
め
す
、此
：間

f

時
七
十
彐
志
六
、片

ビ
.云
ふ
.が

如

き

.千

九

首
 

十
四
年
の
前
半
季
に
一
比
較
し
、殆
ど
一
一
倍
：に

當

る
a

®
を
示

.し
た

I

玆
は
於

' て
か
世
間
の

#
 

雞
.漸
く

®

に
.
.
.
し
て
、屢
.々

：
_
倉
.の
.請
題

.に
上
ぅ
、時
の
首
：相
ー
ァ
.
ス.
キ
ス
琢
も
亦
.小

麥

.の

價

格

^

砂
了 

糖

：：を

除

き̂

生

：
々
；活
：
の
.：必
要〈

品

中

最

洛
»

貴
：し
*

る
I

を
明
：言
し
た
.
.办
。
：
即
；.ち
千
.九

茛

‘
+'
五 

年

.：
一

I.:

月

に

於
^

る
.

食̂
.
.
.
料

品

の

代

；價.'を

取

：；つ.そ

、
前
.
'年

同
#

:期
"
.の
：

代
.：

價
k

,比
，
較

し

、
^

®

*
率
.を
：
 

見
る
に
、小
麥
は

.七
割
二
分
、麥
粉
は
七
割
五
分
、砂
糖
は
七
割
二
分
、英
國
產
尚
は
六
分
、外
國
產
岗 

は
.
一
：割
二
分
、石
炭
‘は
一
割
五
.分
.に

上

る
9

計
算
.な
b
。

，小
麥
の
代
.偕
に
以
上
の
騰
貴
を
來
し

第
十
二
卷(

八、八

匕

論

就

英
國
戦
時
の
禽
織
問
題
と
農
業
政
策
. 

第セ
㈣ 

七
.
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瑢

七

號

，八
 

た
る
は
，種
、

令

の
.掠
因
に
出
づ
る
も
の
に
し
て
、殊
に
ニ

)

新
に
軍
隊
に
編
入
せ
ら
れ
た
る

*
,の
食 

糧
に
於
け
る
雷
婴
が
忍
集
前

.の

.生
■活
に
於
_け
る
ょ

$

も

*
‘加
し
た
る
こ
と
、

(

ニ)

伊
太
利
、和
闕
怫 

蘭
西
の
諸
國
が
英
國
の
市
場
に
存
す
る
食
糧
を
興
常
に
買
入
れ
た
る
己
と
、

(

三)

濠
洲

.

於̂

け

，る 

穀
物
の
收
®
不
良
に
し

て
，滚
洲
自
身
&
糧
の
輸
入
國
た
ら
ん
と
す

4

に
至
れ
る

こ
と
、(

四)

怫
蘭 

.西
幷
に

m

耳
義
の

1
部
分
が
荒
廢
し
た
る
こ
ビ
、

(

五)

印
度
政
府
が
一
時
小
麥
の
輸
出
を
制
限
し 

た
る

こ
ビ
、(

六)

天
候

.不
茛
の
爲
め
、ァ
ル
ゼ
ン
チ
ー
ン
ょ
ぅ
穀
物
の
幽
着
を
妨
げ
れ
る

こ
と
、(

七)

ダ
 

1

ダ
‘ネ

ル

海

峽

の

：封

«1
が

«

國
_

物

0

輸
出
を
妨
げ
、

|
時
其
：港

_

に

堆

積

す

.る

小

麥

が

一.午 

巧

ク

ォ

1

タ

ー

に

上

れ
る
.こ

ビ

の
如
▲

、最
.

4

童

，
®

な

ぅ

と

す
可
ぐ
，之
に

加

ふ

る
R

運
賃

.：.の

®
 

貴
輸

.送

.の

困
雛

の

却

き

毛

亦
其

副

因

.
を以

て

貝

す

可

き

な

^̂
。

此
際
，に
當
つ
七
’大
に
人
'心
.を

刺

‘‘戟

し

たる

は
、.穀
物

取

，引

業

者

の

暴

利

を

貧
$

つ

>
あ

.る
事 

實

0
暴

露

し

*

る
こ
.と
是
れ
：な
.
.

C
V
O

個
人
營
業
者
.
.に
就
て
；は
、事
‘情

0

_
な

る

を
#

ず
、後
，；日
«
 

時
，利
益
稅
法
：

の
適
用
せ

らるゝ

に
至
：
つ
て
，之

5:
知
る

'を
得
た
れ
ゼ
も
、

會
社
組
織

の
も
の
に
於 

て
は
、興
發
表
す
る

‘貨

借

隊

照

、表

め

數'宇
の
僞
る
能
は
：ざ
：'る
も
：の
.ち
：令

公

：衆
は
，物
.信

騰

«

の 

爲
め
に
、生

活

费

の

膨

脹

に

，苦
.

1
め
る

‘の
際
、斯
.る
暴
利
を
食
る
者
あ

.る
の
事
實

R

接

し

て

、
不

：牛

の
念
を

禁
ず
.る
.を
得

.ざ

&

き
。
' 普
通
の

.場
合
、に
於
て

*物
：價
の

.變
，動
す
る
.と
き
に
は

或
.：

る
：期

V間
：
 

物

®

騰
.‘貴
.す
る
や
、
*

次

a

で

»
ff
i

S
を
：
來
も
、

に
物
憤
の
騰
貴

.に

.依
"
.て
利
益
し
た

る
#

金
し 

て
，後
に

.物
憤
の

低
落
に
依
て
、

損
失

’せ
し
む
る
に
至
る
一
方
亿
、

社
會
公
衆

も

物
價

の

反

動
的
.下 

落
k

依
て
.、
其
騰
貴
時
代

に
蒙

•れ
る
苦
痛
を
緩
和
す

.る
を
樽
る
の
遒
遡
に

.し
て
，從
來

社
#

公
衆 

が
物
拿
の

變
動
じ
對
す
る
や
、

多
く

其
自
然
的
調
節
に
依
顧
し
て
，安
ん

〖

ず
る
を
得
た
る

所
以
：な
 

る
.が
、

B

時

の
變
動

R

m

y

.は，假
令

a
物
價
の
騰
貴
が
需
.要
供
給

0
:,不
逾
合

に
由
來

す
る

こ
ビ 

の
.明
白
な
る
場
，

合
に

於
：V.

も
、
外
國
ょ

&
輸
入

を
•促
進
し

て
、
供
給
を
增
加
，

せ

し

む
6 

Z

と
の

困 

難
な
る
と
共

に
、
內

地
の

生
產
高
を

增
加
.し
て
、同
，樣

の
目
的
を
達
す
る

Z

ビ
も

亦
容
易
‘な
ら
ず 

隨V

食

糧

代
價

0
騰
貴
に
_
對
し
て
、當

時

世

人
.
.の
反
感

.の
平
時
に
比
較

.し

.で
，酷
烈
：な
る
も
め
：
あ 

為
し

は
、敢
て
蜂
む
に
足

&

ざ
る
な
办
。
而
し
て
政
府
は
開
職

0

當
初

i 

b
.
內
國
に
於
け
る

パ
. 

麥
の
貯
藏
高
に
就

V
、

精
密
な

-る
調
査
を
施
し
.や

、
あ
む
し
が
、貯
藏
.高
次
第
に
.減
少
し
、然
も
之
一 

を
.ニ
3

週
間
め
消

*

に
.必
要

*

る#

釐
以
下
に
低
«
せ
し

む
；る
を

許
さ

,,
-ぐ
♦

の
事
情

.あ(

る
を 

以
て
，政
府

は
先
ザ
貯
藏
高
.を
僧
加
す

る
を

以
七
、當
今

の
.愈
務
な

f

と
し

’千
九
百
十
四

.：年
十

I 

月
ょ

&

翌
年
ニ
月
•に

军

る

ti
l
l合
衆
國
幷
に
ア
ル
ゼ
ン
チ

ー

ン
に
就

て
、
約

H

西

脔

ク

ォ

ー

タ

ー 

第
十
二
卷(

八
•八
J

e
論

E

英
國
戦
時
の
.食
糙
|

と
跺
讓
饿 

，

德
七
m

九
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八八
.四)

論
說
英
阈
戦
時
の
命
楹
間
姐
と
農
業
^
策

‘
. 

绡
七
诚 

1
〇

の
丨
小
齊
と
若
干
の
麥
粉
を
質
收
し
た
り
。

-
當
時
政
府
は
穀
物
供
給
委

R

會
な
る
も
の
を
組
織 

し
：：

て
、其
：質
：收
に
當
ら
.し
め
れ

'る
’
を
以
て
、民
間
輸
入
業

®

の
利
益

hを
傷
く
る
の
非
雛
を
蒙
▲
た 

れ
ど
も
、耍
ず
る

S

府
が
斯
る

M

額
の
■穀
物
を
掌

_

に
有
し
、代

«

の
®

.

®を
制
す
る
爲
め
に 

は
、
何

時

，
に
'.て

も

之

を

.
®
-
却

す

可

く

.、
又
..事

實

賣

却

し

た

る

Z

^

«>
る
^

上
は
.、其
穀
價
の
.碓
，，質
を
. 

維
持
す
る
に
資
す
る
%
の
あ
る
は
勿
論
に
し
て
、千

*

西
十
五
年
，の
，上
.字
季
に
於

1
.て、穀
價
に
急 

劇
：の
變
動
を
.生
發
ず
、聊
か
低
、落
の
.
徵

を
M

し
' た
る
は
、主
：ミ
*し
.て
穀
，物
：®

給

委

員

；會
、
の
'

處
：：

歡
、
之 

を

然

ら

し.め
.た

，る
：
i

の

ヒ

す
‘可
‘
•
な

b
。

。：
右

：
の
：
外

に

、
毂

谓

：の
：
調

節

^

與
つ
て
カ
ぁ
ぅ
し
は
"印

度

の

小

麥

辦 

&

C
蓋
し
印
皮

- 

は
'英 
國
の
小
麥
供
給

_土
、合
衆
國
、加
奈
陀
に
次
ぎ
、濠

.._
と
：相

.並
ん
で
重

.

.
®な
る
地

'
:位
を
占
め
、千 

:九
首
十
四
年
の
、賀

易

表

に

：據
れ
ば
，印

.度
小
麥

‘の
"輸
叉
額
觸
咚
 

一
に

居
れ

b
。
玆 

に
：，於

て“か
政
：府
は
：印

度

ょ
.

多̂
額
の
小
麥
：を
轍
入
し

.て

.、以
て
時
局

.の
急
迫
に
當

b

ん
'と
：し

_
 

度
政
府

V

協
；鬼

し
，總
‘て

.

邱
度
に
：於
て
過
刺
と
爲
れ
る
小
麥

.は

.之
を
.英

國

に

輸

み

せ

し

め
ん

と

 

し
、政

游

：寧

督

の

.下
に
、輸
.入
業
.者

を

し

て
■

入

!-
：當

ら

し

め

た
&
°.
而
レ
て
千
九
百
十
五

.

.年
％
. 

月
.

よ
..CS.

十
，一
月

/に
至
る

'間
に
於

V

钱
小
麥
の
代
儇
：は

1

>
 

1

,

I
 

S
 

+

十

志

を
ヒ
下
し
、生
.活
殺
の
膨
服
に
：：_

す
る
、攻
擊
亦

.緩
和
：
.せ
ら

.令

A
.

が
如
く
爲

&

し
が

.

.同
年

' の：
 

冬
：期
に
入
る
や
、事
愦

. 
一'
*
し

、
十

一

一

月

ネ

キ

翌

：

千

九

：苜
+

六

'#
|ニ

月

に

至

：：
る
；

.間
_

價
は

K

+

A
 

志
.六
片

i
 
P

七
i

l
志
に
至
る

.間
を
往
來
し
た
り
。

.

.思
ふ

K

典
際
に
：於
け

「

♦

穀
ff
l

の
.騰
貴

■に
. 

^

c
.t-
r
l一
细
の
，

15
(

因
の
擧
ぐ
可
き
も

'の
あ

&

0
、第

.
一
.は
聯
合
諸
國
へ
か
偷
、敦
市
場
に
於 

>し
パ
.麥 

を
，質

入

る
 

>
.結
果
、互
に
：競
#

’，して
、價
格
を
騰
貴
せ
し
む
る
こ
ヾ

」

に
し
て
^

こ
は
運
賃
の
騰
貴 

し
た
る
こ

V」

是
れ
な

!)
0

隨
て
第
一
の
點
に
關
し
て
は
、英
國
政
府

'ょ
办
怫
伊
兩
.國
の
政
府
に 

通
ー
牒
し
、偷
敦
ベ
聯
合
：委
員
■看

を

常

設

し

、日
々
會
合
し
.て
#
-自
.代
.表
.す
.る
.政
^

の
.；
必
要
ー
と
す
る 

高
■を
賀
入

.る

. 

'に
就
て
、協
議
す
る

.乙
-
 

>し
、第

；

の
點
.に
就
.て
，
は
、
千.九
百

+

2:
;年
十
 

一
.月
以 

後
政
府
は

*

腹
を
徵
發
す
る
.の
方
針
を
取
&
、英
«
と
北
米
と

〗

の
_

を
.航
海
す
る
：船
、财

は

船

粗 

の
五

.割

.乃
至
七
'割
五
分
を
擧

.げ

.
て、小

.麥
幷
に
麥
粉
の

'蓮
.送
k
:
.供
せ
ざ

る

可
か
，
ら
す
と
し
同
時 

に
-其
'運
賃

R

も
制

.

.限
を
加

.
へ
た

‘
る
.を
以
て
、

«

來
小
麥
の
價
：格
：は
低
.
#
’し
，：千

九

：百

ナ

六
=年

六
.月
；

に
：
於

：：
て
”は
四
十
八
志
六
：片
の
低
き
，に
至
れ
'

&
.°
:
' 

、

'

'
然
る
に
奮
九
百

’
十
六
：年
七
月
以
後
に
_

る
.

^合

衆

爾

ァ

\

ゼ
ン
チ
'

i
ン
、印
'度

，
加
：
奈

陏

の

:

如 

き
英
國
に

■小
'麥
を
供
給
す
る
諸
地
方
の

‘收
權
不
良
な
る
の
事
實
明
瞭
と
爲

b
、唯
一
の

®

*
に
’

杏
卜
ニ
卷

(

灸
五

)

論
說
英
國
戦
峙
の
食
糙
间
脰
，と農
業
政
策
，

第
七
铖
一
一

’



餌
十
二
卷
，，

(

八
八
六

)

.論
訛英國

P
時
の
愈
糧
問
賊
と
農
業
政
策 

第
七
號
.

i,Ti.
於
て
收
稷
啟
好
の
，搫
ぁ

&

と
雖
も

、
«

M

i
 

6
.

多
.

®の
毂
物
を
輸
入
す
る
に
は

»'
舶
不

.足
の
.折 

柄
嵇
令
の
困
難
の
伴
ぅ
も
の
あ
ぅ
て

®

物
供
給
の
將
來
に
不
安
の
狀
を
呈
し

^
.る
を
以
て

、
.

|

 

時
前
記
の
程
度
に
低
落

.し
た
る
小
麥
の
代
價
は
再
び
騰
貴
し
、十
月
に
は
八
十
六
志
の
高
.&に 

至
れ
り
。
往
年
毂
物
條
例
の
適
用
中
に
於
て
は
、穀
價
の
百
志
を
上

&
、九
十
志
臺

5r
ff
i

入
す
る
，
 

は
、敢

v

異
と
せ
ざ

b

し
.が
、其
廢
止
後

'に
於
て
九
十
志
に
近
き
谭
格
に
土
れ
る
が
如
き
、常
‘軌
を 

:逸
す
る
の
甚

^

し
&

も

$

ヒ
せ

^

る
を

.得
ず
。
同

^

九
.W
職H

,

組
.合
大

.會

.

.の

.開
，催

.せ
ら
る
.、
 

や
、斯
る
物
價
の
騰
貴
に
對
し
て
、非
難

 

'を
加
へ

•政
府

：！：

，向

つ

て

、
最

高

，
價

格

.を

，決

定

す

る

か

、
又

は 

供
'
給
を
支
配
す
る
か

'

1

途
の
一
に
出
づ
可
き

zw

を
勸
吿
：し
た
る
も
の
亦
偶
然
に
非
ざ
る

な 

k
9 
0 

< 

■

,

■ : 
S 

.ご.

玆
に
於
て
か
政
府
の
；食
糧
政
策
は
從
前
に
比

:®
し
て
、一
段
の
*
步
を
致
ヰ

★

る
可
か
ら

t
 

即
ち
政
府
は

.千
九
窜
十
六
年
十
月

「

國
內
に
於
け
る
小
麥
幷
に

.麥

粉

の

供

給

を

：調
赍
し
、政
»

の 

爲

め

に
小

麥
、麥
粉
を
賣
買

し
、興
：
引

渡

を
管
赠
し
、且

^
_供
'給
，を

維

痔

す

る
^
,#
_

な

る
方
，策
：を 

施
す
こ

VJJ

を
職
務
と
す
る
委
員
會
を
組
織
し
た
り
。
曩
に
組
織
せ
ら
れ
た
る
毂
.物
供
給
委
員

' M r .  :>，il r m  ' … … ぃ… '
：P -：，，；.! . .ぐ ' , 1 ， •

會
は
事
實

^

必
要
な
る
貯
藏
高
を

.買
入
る
： 

> 
に

ih
ま
：
&

’穀
物

^
般
ゆ
取
引
：は
.之
を
私
人

0

自
. 

由
に
委
し
ぬ
る
が
、今
や
新
に
鉱
織
せ
ら
る
、
委

.員
會

^

於

，
て
、穀

：物

の

輸
'入

賣

質

其.他
.，の
'
手

續

を
管
理
し
、
«

て
窬
舉
と
供
給
ど
を
調
節
す
る

m

ビ

A

し
た
シ
。
.

ぃ
是
れ

M
i
千
九
百
十
頃
年
九

. 

. 

-

月
砂
糖
供
給
に
關
し
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
委
員
會
と

' 趣
意
目
的
を
ブ

^
す
る
も
の

.
に
し

t
思

ふ
.

に
同
委
員
會
が
組
織
後
大

1 ;
,

活
_

し
、玫
瑪
、ジ
ャ
ヴ
ァ
、モ
ー
リ
シ
ア

,

ス
、«
®
米
利
加
の
地
方

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 

、

に

就

て

、®

に
砂
糖
を
貢
收
し
た
る
結
果
、同

年

十

至

つ

て

、貯
藏
高
の
不
足
を
補
給
し
、商 

S

院
の
決
定
し

^

る
最
高
償
を
三
片
四
分
の

f

 

H

片
半
に
低
：鱗
す
る
を
得
せ
し
め
た
る 

事
實
の
如

&
、穀
物
に
關
す
る
同

.1、

.委
員
會
の

a

織
を
促

し

た
る
原

.因
と
す
可
し
。
然
ら
ば
實 

際
に
榖
物
管
理
委
員
會
は
，如
何
な
：る
行
動
に
出
で
た
る
や
。
蓋
し
前
年
來
磁
洲
ド
於

1:
は
，諸 

國
の
小
麥
に

-對
す
る
需
嬰

9

殺
到
す
る
爲
め
，之
に
備

A/V

る
：目
的
を
以
セ
、政
府
自
ら
’收

權
'高
：の

V
. 

:

. 

>

全
部
を
買
收
し
、之

^

栽
倉
に
保
藏
し
た

&

 

o 

i故
に
英
國
政
府

%

右
_

委：

員
.

會

の

活

動

を

見

_

し 

V
、

濠
洲
.

じ
就
^

小

、麥k

貢
入
れ
ん
，ミ
す
る
や
、其
買
入
は
最
今
自
由

^

し
‘

て
、必
要
の

#

す
る」

以 

上
.

は
、其
供
.

給
を
•

收
む
'

る
^

難
か
ら
ず
、唯
運
；送
：の
便
：

_

の
之
^

#

5

や
否
：や
を
問
題
と
し
た

i

 

元
來
潔
.

洲
ょ
h

穀
物
を
輸
入
す
る
に
要
す
る
運
賃
は
合
衆
-國
ょ
輸
入
す
る
運
賃
の
五
倍
に

第
十11

潘

(

八
八
七)

m

魏

英
國
饿
時
の
食
櫥
問
題
と
農
業
政
策 

第
七
锁 

一
三

rt

[t



.

被
十
二
餘(

八
八
八)

.
論

說

英

國

戦

時
0,
僉
糧
.問

題

と

處

樂

政

谠
m
七诚 

一
四

當
.$'
を
以
て
、前
者

.の
負
攒
の
大
な
る
は
論
を
俟
た

.ず
。
.
處
に
船
，腹
不
足
の
爲
め
‘に
述
貨
に
騰 

貴
を
來

3
,ん
か
、政
府
の
濠
洲
に
於
て
小
麥
を
買
入
る
、
も
の
如
何

(;
大
な
る
を
得
た

0

ビ
す 

る
も
、內
國
の
供
給
を
觸
澤
な
ら
し
む
る
の
効
果
を
期
す
る
能
ば

t

小
麥
の
政
府
輸
入
ビ
相
俟 

•つV
、

船
舶
管
理

d

腐
，行

を

必

要

ど

し

た

る

所
‘以
な

b

o

.即
ち
政
府
：ば
濠
洲
ょ
々
輸
送
せ
ら
る 

>

小
#

に
對

b

て
は
脈
謂
公
定
蓮
賃
率

(
B
l
u
e
t
b
o
k

 

freight rates)

を

#

用
す

W

こ

ビ

、
し
た
，

故
に
例
へ
ば
千
九
芘
十

4
ハ
年
十
月
偷
敦
.に
於
け
る
小
麥 

'一
ク
ォ

I

タ
ー
の
市
值
八
十
六
志
な 

る
'場
合
，に、濠
洲

^

於
；げ
る
積
出
價
格
.は
.三
十:

八

志

に

居

る

を

以

，で
、政
0

は
後

*

に
公
®

®

貨 

を
加

.へ
た
る
價
格
を
以
て

^

敦
に
於

け

る
#
•價
.を

控

制

ず

る

を

得

べ

き

な

，ぅ
。

‘旣
に
：穀

物
.に
對
し

yt
j

政
府
は
其

.供
給
を
管
理
し
、砂
糖
に
就
て
も
之
を
管
理
し
、肉
類
に
も
亦 

同
機
'の

處

饉

に
出

.で
：た

る

«

上
は
，31
に

一
步

を

進
•め

て、是
等
の
行
政
を
緣

t

す
る
機
關

あ
る 

を

必
要

i

す
？

然
ら
ず
ん
ば
各
方
面
に

行
は
る
 

> 

行
政
比

衝

突

を

來
し
て
萬
全
の
効
果
を
擧

. 

ぐ

名

能

は

，
ざる

を
以

て
な

：か

。

即
ち
千
九
茛
十
六
年
十
ニ
月
特

，に

食
糧

'省
を
設
慑
じ
、食

響 

關

す
る

1

切
の
行
政
を

掌

る

Z

と

>
し
、
.

一.

方
.に
商
務

院

，

亦
同

#

十
；
.

r

 

•月國
，
家

.防
譴

律

の
改
正 

據
气
食

'糧

4

L

V

$喪
.の

關

係

ぁ

る

物

資

の

供

給
を

維
持
；す
：る
.
に
^

_

お
，る
場
合
に

.は
、
3

1

重

剪

な

.
,
♦
«
«
&■
總

て

之
を

消
耗
せ
し

 
'

め♦

、又

霧

毁
、ぜ
し
め
ざ

る
.
.>
3と

、1)
食
物

0
'JT
i

•法
'
.を
。指 

定
し
、或

る
#:

法
匕

用
ひ

し

あ

ざ

る

こ

5
、

(

三)

食
物
製
造
の
方
法

5:
:
,
辟

楚

す

る

こ
^.
、(
四)

奪
國
吟
於 

け
‘る
'
食
物

'の

寶

却
、
分
：配
の
方
法
を
決
定
す
.る

こ
と
、

(

$ '
代

價

0
、不

自
然
な

る

騰

貴

：を
防
遇
す
る 

.嫁
め
、
.市
.湯

^'
;

於

け

，‘る

取

.引

.の
方
法
を
制
限
す

.る

.こ
ど
、(

六)

食
糧
の
代
價
を
し

て

或
る

.
I

定
の
時 

湖
ぼ
於
け
ふ
代
價

^

超
過
せ
し
^
ざ

る
の

制
限
を
設
く
る
乙
と

P
?)

渐
務
院
は
食
糧
の
供
給
を 

.管
，
理
す
る

.こ
と
，、

(

八)

食
輝
の
貯
藏

高

’
.に
關
し

.て
、
完
全
な

る

報
吿
を
徵

す
る

乙

€'
の
權
限
を
收
め 

，た

り
。：’
 

‘即

ぢ
從
來
食

.糧
に
關
す
る
管
理
は
砂
糖
、肉
、小
麥

0

三
種
：に
限
し
ら
れ

六
れ
ど

も
、今
ゃ

'政 

'■
麻
は
是
等
以
外

^
2
、_

必
要
と
認
む
る
方
而
に

/手
を
及

»〕

ず
を
得

.る
の
道
理
に
し
て
、現
は

1

般 

'
:的

性

質

を

有

参

：る

.
2」

個
へ
の
命
：令

は

新

制

度

：の

下

に

發

せ

ら

る

、
を
見

'
:た
か

。
'

第

K

食
物
に
摩
價
な
る
分
子
を
加

へ
、所
謂
、戰
爭
麵
齙
を
國
民
に
供
へ
ん
と
す
る
も
の
。
此 

命

令

は

中

九

百

十

六

年

.十
.
一

月 
一
.

，

一
■

+

日

發

布

せ
ら

^

た
る

も

の

：
K

し

.て
、
各
品
質
の

'小
麥
.ょ
办 

製
造
す
る
资
粉
の
贵
を
普
通
の
割
合
ょ
ぅ
大
な
ら
し
む
る
こ
ど
を
目
的
ビ
し
ギ
九
百
十
七
年 

.1

月

一

日
以
後
小
麥
の

一

定
S

ょ
り
精
製
す
る
麥
粉
の
割
合
七
割
を
七
割
六
分
に
改
め
、此
割 

合
を
以

\し
粮
製
せ
ら
れ
犮
る
麥
粉
に
非
ざ
れ
ば
麵
*
の
拟
料
と
す
可
か
ら
ざ
る
こ
ビ

，

し
、以 

f

 

i
 

(

八
八
九)

論
說
英
國
戦
時
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食
糧
即
題
と
徵
業
政
策 

第
七
號 

ー
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第

十

二

餘(

八
九
〇

)

論

0
英
國
戰
時

A食糧
間
組
と
農
業
政
策 

，.
幣

七

號

一

六

.

.

て
戰
箏
麵

s

製
造
の
，第

一
着
手
と

し
、®
に
千
九
瓦
十
七
年

一
月
ニ
十
九
日
の
命
令
に
於
て
は
、
 

右
の
割
合
を
八
剡

一
分
ご
し
、又

-之
を
七
割
六
分
に
止
む
る
と

&

は
、大
麥
、米
、
玉
蜀
錢

S

の
粉
五 

分

を

加

ふ

る

を

得

る

こ

と

：、
し
£

月
ユ
十
四
日
に
軍
り
て
、後

考

^

親
：寓
を
.廢

4:
し
、四
.月
下
.句
_ 

f

は
國
內
に
於
け
る
製
粉
所
を
管
现
し
、

«

理
委
員
を
任
命
し
て

.一
以
て
命
令
の
質
徹
#

期
し
、
 

'た
ぅ
。

■

第
二
、公
衆

の
食

事
を

制
限
し
で
、食
糧

を
節

約
せ
ん
ビ
す

る
も

の
。

1 J

戰
の
當
初
大
旅
館

'は

從
來
の
獻
立
に

■
制
限
を
施
し
た
る
が
，此
事
た
る
、當
業

«

任
意
の
處
置
た
る
に
止
ま
ら
、何
等
强

制
的
性
賓
を
有
せ
ざ
然
る
に
千
九
百
十
六
年
+
ニ
月
上
旬
公
衆
食
事
令
な
る

.も

.
の
制

定
せ
ら
れ
、商
務
院
は
‘料
理
店
其
他
'公
衆
の
出
入

.す
る
食
事
場
が
午
後
六
時
ょ

i

九
時
半
望

る
間
は
三
種
以
上
、其
他

0:
時
間
に
於
て
は

、
-;
種
以

上

の

料

理

ょ

纟

成

る

：食

*

公
客
' に
供
す
可

か
ら
す
、乾

酿

は

一

品

に

酐

箅

せ

ず

、又
前
菜
、デ

ザ

1

ト
、
ス
1

ブ
.の
類
は

.

.半
品
に
針
箅
す
る
こ

と

、
し

$

日
ょ
少
之
を
厲
行
す
る
こ

W

、
し
た

K

7

.

9

斯
る

命
令
を
章
行
し

.
て
2

四
個
月
，を
經
過

し
た
る
實
騄
に
徵
ず
る
に
、簡
素
な
る
食
事
.に
代
：つ
て

‘實
量

.：ぁ；るへ食

»
:行

味

：
れ

南

_
_
の
0
:
:費

高

、

* 

.

に
.
•增加
を來
し穴
斯く
て四

.月
新
公

.衆
食
事
令
制
定
せ
ら
れ
、勞
働
者
の

.

«ら
出
义
.す
る

食
事
場
に
し

V
、
1

囘
の
食
费
一
,
志
三

,

片
.以
下
の

i

の
ゆ
之
を
措
き
、他
の
旅
：館
料
理
.店
成
は
每 

0 

:f .

囘
偷
敦
に
於
て
は
火
曜
旧
、其
他
の
地
方

R

於
て

は

水
曜

日

を
無

肉
..

日
と
し
、無
肉
日
幷
に 

金
聰
日
の
，外
は
、馬
鈴
磐
を
供
せ
す
、一
の
客
人
に
對
し
て
、

一

日
供
給
す
る
食
物
の
分
量
を
肉
の

. 

十
ニ
ォ
ン
ス
、麵
麴
の
八
ォ
ン
ス
、小
麥
粉
の
ニ
オ
ン
ス
、砂
糖
の
一
ォ
ン
ス
七
分
の

|

に
.制
限
ず 

る

に

迄

、
し

た

：ら
。
' 
蓋
じ
此
の
定
量
食
事
制
度
の
下
に
於
て
、當
局
者
は
十
一
月
に
比
較
し
、肉 

に
六
割
五
分
、麵

»

に
五
割
三
分
、砂
糖
に
ふ
ハ
，割

3

分
の
節
約
の
行
は
る

 

> 

を
期
し
た

る

も

の
’.
な 

b

o-

|

方
に
食
糧
管
，理

.官
は
一
般
家
庭
を
し
て
食
物
を
節
約
せ
し
む
る
を
必
要
と
し
、千
九

W
 

十
七
年
ニ
月
宣
言
書
を
，發
じ
、若
し
.も
各
消
費
潜
に
し

v

一
週
間
に
#
&
一

 

封
度
麵
麴
•の
消
費 

:
を
、半
；封
度
の
肉
の
消
費
を

»-
約
せ
ん
か
、是
等
食
物
の
一
年

R

節

約

せ

ら

る

、
も
の
一
百
萬
'噸 

に)

：及
ぶ
可
く
，隨
て
家
庭
の
谷
員
は
ー

.，週

.間
の
麵
齙
消
費
量
を
四
封
度

.に
、
肉

.の

消

費

最

を

ニ

封
 

半
に
、砂
糖
の
消

«

量「

を
，四
分
の
三
封
.度
に
制
限
す
可
き
こ

'̂
を
切
言

.b
、次

a

で
三
月
七
日
•の 

宣
言
書
に
於
て
は
、麵
麴
の

：

消
*

量
を
三
封
度
半
に
、四

.月
仏
於
て
は

/砂
糠
の
消
費
量
を
半
封
度
：
 

に
制
限
せ
ん

V
J

し
た
此
標
準
を
基
礎
ビ
し
て
訐
算
せ
ん
か
、英
國
に
於
て
は
一
年
ニ
千
三 

百
捣
袋

(

一
袋
ニ
西
八
十
封
度
入

0

小
资
を
要
す
る
に
過
ぎ

ず

、

之
を
平
時
に
於
け
る
需
要
高
四

第

十

二

卷

(

八
九一

)
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說
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闕
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時
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農
業
政
策 
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g

英
國
戰
時
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越
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農
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政
锻 

桀七號
 

一八

千

萬

袋

客

比

.較
ぜ
''
'
-
'
r
ん
が
、：|
年

0;
«
,約
齊
は

_

割
に

.當
る
可
ぐ

♦更
に
：ニ
割

'

^
浪
和

物

ぬ

：る
乙
と 

を
钎
算
す
れ
ば
、
®
約
.高
は
五
割
に
エ
る
こ
ビ 

> 爲
る

.可
し
。

~

然
る

'
に
數
個
月
を
經
て
、食
糧
監
督
官
の
命
令
必
す
し
も
厲
行
せ
ら
れ
ず
、殊
に
商
工
業
.繁
昌 

の
地
方

'
に
於
て
毽
反
奢
の
多
き
事
實
明

»

ミ
爲

.る
や
、政
府
は
從
來
行

a

た
る
も
の
ょ

&

克
、>]
|
] 

種
の

.手
段
に
依
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
を
，認め
、千
九
百
十
乜
年

3E
月
.r f

日
皇
室
を
煩
し
、皇
帝
親 

)

し
く
詔
勑
を
下

^
.

「

て
、
以
，
て
：入

民

の

食

物
.濫
：.费を
戒
し
め
ら
れ
た

_ 

b
o
: w

i

皇
帝
は
各
家

庭
：；2

 

於
て
、揭
女
共

'各
種
の
穀
物
を
消
费
す
る
に
就
て
、絕
大
の
注
惫
を
以
て
す
可
く
、家
長
た
る
苕
は 

，
平

時

に

比

較

し
.て、少
な
く
と
も
四
分
の
一
、た
け
麵
雜
の
消
費

.*
?:
節
約
す
可
く
、集
子
に
麥
粉 

を
使
用
せ
ず
、麵

_

以
外
：の
食
物
を
節
約
し
、馬

の

飼

料
P

裸
麥
興
他
の
穀
物
を
用
ふ
る
に
は

、
*
 

V

國

家

の

特

許

に

依

ら

し

め

、而
し
て
國
家
は；

國
民
：的
利
害
の
維
持
，に
必
要
あ
-る
墩
合
の
外

#

.

許
を
與
へ
ざ
る

Z

I

明
に
せ
ら
れ
、此
詔
勅
の
寫
は
活
動
寫
眞
に
依
て
全
國
'到
る
所
広
播
布 

せ
ら
：れ
た

3

0
此
外

U

1I
民
任
意
の
行
動
に
依
て
、食
物
の
消

®

を
節
約
せ
ん
と
し
た
る
は
、戰 

時
貯
菩
委
員

#

の
運
徽
是
れ

.な

.
5
^
0、同
委

*'
會
ゆ

.偷
敦
に

.，本
部
を
置
き
、全
國
.に
S

0
て
千
，こ 

百
の
支
部
を
設
け
、種
々
の
方
面
に
於
て
、節
約
に
資
す
る
計
畫
を
案
出
し
た

b
。-
例
へ
ば
中
央

P

時
厨
房
幷
に
幾
多

0'
.地
方

®.
房
を
說
け
、電
氣

*

_
を
供
へ
て
、

a
0

に：條

.用
す
る
，を
，許
す
が 

如
.き
.、地
方
"

»
館

の

料
®

人

*

し
：て
‘料

理

R

關
す
る
說
明
を
公
に

.
せ
し
め

#

約
を
獎
'脚
す
る
文 

字
を
瞅

«

し
*

る
«:
.示
板
を
各
，地
方
に
配
布
し
た

b
。 

，

第
三
强
制
的
方
法
に
依
て
、食
物
に
對
す
る
需
要
を
節
約
せ
ん

4

す
る
：も
の
。
任
意
の
食
物 

制
限
に
次
い
で
、來
る
可
き

.は
强
制
的
制

.限
に
し
て
、荐
し
も
人
民
が
一
般
に
皇
帝
の
勅
！

T

を
奉
，
 

じ
、少
な
ぐ
と

.
i

四
分
の

.
：

r

 

S

:
る
i

で
、麵
麴
の

m

s
高
を
減
ず
る
：，

&

#
た
’
&
ん
に
は
、强
制
的 

職
限

0-
:細
き
、遂
に
之

5:
施
す
の

.餘
地
を
存
せ
ざ
か
し
や
も
，末
だ
知
る
可
か
ら
ず
。
公
衆
食
事 

令
幷
た
各
家
庭
に

»

す
4

食
事
制

'限
の
勸
吿
が
實
際
に
如
何
な
る
、效
楽
を
及
ぼ
し
た
る
や
を 

見
る
に
、千
九

.西
十
七
年
五
月
に
於
け

&

麵
龜
幷
'に
麥
粉
の
消
費
量
は
前
年
五
月
と
異
な
ら
ざ 

P

し
が
、六
月
に

.於
て
；ば

前

年

R「

比
較
し
て
、

111

分
五
厘
を

‘
^
じ
、七
月
に
於
：

V

は
七
分
を
減
じ

穴 

>
9 0.:

是
-れ
英
：國
に

.於
け
；る
消
.费
*

の
ニ
1
1
.分
の
.I

乃
至
.四
^

の
.
1
.
.

^

代
.表
す
る
.六

千

人

0:
'小
賣 

商
-
^
'に：就
て
、食
.糧
S

®:
.官

0.
.
.蒐
集
し

'た
る
統
訏
，に：據
れ
る
も
の
に
し
て
、節
約
の
割
合
は

•
小
.都 

會
に
於
け
る
ょ

b

も
、.大
邵
會
に

•於
て
其
大
な
る
を
見
た

b
。

然
る
に
其
後
に
於
て
は
食
物
節
約
の
效
果
必
ず
し
も
顯
著
な
&
と
す
る
能
は
ざ
る
一
方
に 

第
十11锫

(

/V
九
三)

^

說
英
國
戦
昭
の
食
_

妞
.と
農
_
软
燦 

第
七
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論
說
英
國
戰
陆
の
食
榀
間
蹑
と
農
業
政
饿 

绾
七
號 

ニ
〇
'

千
九
西
十
七
年
度
の
诋
界
榖
物
の
收
權
は
不
良
な
る
ビ
と
略
ぼ
明
瞭
ど
爲

b
、現
に
合
衆
國
幷 

に
加
祭

-陀
は
聯
合
諸
國
幷
に
中

立

諸
國
に

小

麥
.
£
給 

以
で
、前
考
の
食
糧
瞥
理
官
フ
ー

f

K

1
氏
は

' 

米
國
人
に 

て
、消
費
高
を
節
減
す
可
き
：旨
を
嘗
戒
し
.斯
く
て
英
國
に 

の必要は當面の要求と爲れ此結果ビして實
 

1

月
の
命
令
に
し
て
、國
民
の
職
業

R

依
て
、其
消
費
す
る 

ど
し
、體
カ
を
要
す
る
：；農

工

業
に

從
事

す
る
男
子
に
は

一
 

事
す
：る

^

子
に
：ば

-.-
l

週
間
：七
封
度
、無
職
業
者
又
は
座
業 

度
八

」

オ

ン

ス
：ビ
し

^

上
三
«
の
階
銥
に
於
け
る

*

キ

に 

を
以
て
、制
限

*

と
一
し
、麵

齙

以

外

の

穀

物

に

就

て
は
、
十

一一
 

に

就
セ

は
八
オ
ン

:-
'
ス
、牛
赂
>獸
脂
、等
に
就
て
は
十
オ
ン
ス 

食
物
消
狴
制
限
に
關

す

る

命
令
は

大

ff
§
以
上
の
如
き 

.方

'に

食

物

を

無

用

に

消

..«す

る

風

習

を

發

棄

す

る

に

就

す
る
に
、藉
し
き
不
足
を
來
す
可
き
を 

向
つ
て
、一■
間
一
封
度
の
刺
合
を
以 

於
て
、從
來
以
上
に
消
双
を
節
約
す
る 

行
せ
ら
れ
た
る
は
、千

九

百

十

七

^
十 

麵
鄉

の
量
を
，制
限
す
る
乙
と
を
趣
意 

週
間
八
封
度
、是
等
.以
外
の
產
業
に
從 

に
從
事
す
る
男
子
に
は

 

一
®

⑽
.

四
卦 

は
八
封
度
、四
封
度
、三
封
度
八
ォ
ン
ス 

方
ン
ス
，肉
類
に
就
で
は
ニ
封
度
、砂
搪 

を
以
て
«
降

fi
S

し
た
り
。

經
過
を
以

て
、實
行
せ
ら
れ
た
る
が

'

て
、政
府
の
苦
慮

す

る
所

亦
少

な
し
と

せ
ず
。
例
へ
ば
千
九
百
十
七
年
五
月
以
來
公
衆

‘が
小
包
郵

.便
：を
以

_
.
:
で
、出
：征
兵
：士
に
：食
物
：を
膪

與
す
る
て
ビ
を
禁
止
し
、食
：糧

®

督
官
の
特
許

r
依
る
の
外
、穀
，物
を
以
て
，糊
.を
製
造
す

'る

Z
と 

を
禁
と
し
、襯
衣
、卓
子
掛
、ナ
ブ
キ
ン
等
は
洗
濯
の
際
糊
を
施

さ

^
る
乙
ビ
、
し
た
る

r
如
き
、其 

重
な
る
事
例
，々

：以
で
"目

す

可

き

も

の

な

.
b
o•■
,

ノ
上
記
諸
稱
の
食
糧
政
策
た
る

.要
す
る
に
消
費
者
の
.從
來
消
费
し
穴
る
食
物
の
量
に
带
限
を 

JD」

て、以
て
食
物
供
給
の
不
足
を
制
せ
ん
ビ
す
る
も
の
に
し
て
、殊
に
パ

gf
の
消

*

に
樂
し
て 

_

限
：の
厲
行
せ
ト
作
た

‘

»
,實
を
認
む

.る
を
得
ベ
し
？
消

#

制
限
の
厲
行
固
ょ
り
不
可
：な

- 

を
： 
せ
ず
、然
も
其
制

0

の
厲
お
せ
ら
れ
セ

#

®
供
給
に
調
節
を
舎
げ
、食
糧
の
代
價
に
下
落

?:
來 

す
に
は
或
る
時

«

の
經
過
す

.る
を

.必
'要
と
す
可
く
、此
期
間
消
®
者
は
一
方
に
消
費
高
を
制
限 

:

せ
へ
ら
れ
な
が
ら
片
制
陳

^

ら
れ
た
る
消
费
高
を
購
入
す
る
に
就
て
、尙
ほ
高
價
を
支
拂
は
ざ
る 

可
か
ら
ず
と
す
れ
ば
、糖
神
的
に
將
た
又
物
質
的
に
ニ
重
の
損
失
：を
蒙
ら
ざ
る
を
得
ず
。
妓
に 

於

V

か
消
费
.翁

:̂
鐵

し

て、食
物
の
消

«

量
を
制
限
す
る
と
共
に
、其
最
高
價
格
を
公
定
し
、兩

0
 

の
政
策
を
併
せ
行

.ふ

.

.は、國
家
と
し
て
最
も
完
全
に
.消

S

者
の
.利

害

を

保

弊

す

る

所

以

な
P

ミ 

せ
ざ
る
可
炉
ら
十
。
千
九
亩
十
六
年
十
一
月
に
栗
る
妻
で
へ
政

.府

.ゅ
單
に

#

糖

0

代

-®
を支

：#
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英

阐

戦
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食

撾

隱
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政
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，
第

七

诚

二
 
ニ
 

し
、又
外
國
ょ

6

輸
入
す
る
肉
類

#

に
小
麥

■の
代
價
に
千

.

.涉
し
他

.の
輸
入

.
®
#

R

J 

®
の

:«
.
_ 

品
に
對
し
て
は
、之
を
市
場
の
成
行
に
任
せ
た
り
。
然
も
代
價
の
騰
貴
漸
く

®

だ
し
き
に
荥
る 

ゃ

-»
煨
高
谭
格
の
決
定
を
必
嬰
ビ
す
る
の
議
論
は
世
間
に
勢
カ
を
占
め
、政
府
亦
之
に
聽
從
せ 

ざ
る
可
か
ら
ざ
る
の
形
勢
と
爲
れ
り
。
唯
最
高
價
格
の
決
定
は
遂
に
貨
物
の
生
産
を
減
縮
し
、
 

其
供
給
を
抑
制
す
る
に
至
ら
ざ
る
や
の
一
事
は
政
府
の
最
も
茜
處
し
れ
る
所
に
し
て
。隨
て
咎 

稲
：の
物
資
に
就
：て：生
產
费
を
調
査
し
，之
に
相
當
の
利

©
を

加
へ

^
る

も
の
を

#

高
•價
格
に
充 

て
一
ん
ヒ
し
、先
づ
牛
乳
、馬
鈴
慕
の
二
品
.に
此
方
法
を
適
用
す
る
■こど

 

>
し
た
り

P 

.

.

馬
：.'鈴
薯
に
對
し
て
は
、軍
隊

R

於
て
食
糧
と
し
て
の

®

要
ぁ
ぅ
、

.®
發
物
に
婴
す
る
酒
精
®
造 

の
爲
め

R
.需
要
ぁ
る
一

.方
に
、千
九
百
十
六
年

.の
收
稷
不
良
な

P

し
爲
め
に
、代
價
暴
騰
し
、其
貧 

民
の
生
活
に
影

^

を
及
ぼ
：す
の
故
を
以
て
、世
人
の
注
，意
を
焕
起
し
た

t

:

之
に
對
し

V

第
一

’ 

政

府

は

^'
九

百

十

六

年

十

一

月

命

令
.を
發
し
、英
國
に
於
て

.

十
！-

工
I

力
1」

以
上
の
土
地
に
馬
鈴 

幕
を
耕
作
す
る
者
を
し
て
典
貯
藏
高
を
報
吿
せ
し
め
、第一一、種
子
に
必
要
な
る
馬
鈴
释
は
之
を 

rt
f

場

に

賣

却

す

可

，き

も

の

>
內
ょ

>
 
控
除
し
、全
國
に
分
配
し

.
て
、其
耕
作
を
普
及
す
る

0
用
に 

供
し
、第
三
、千
九
百
十
七
年
一
月
九
日
の
命

.令
*を
以
て
、千
九
隹
十
七
年
度
，.の
败
植
に
對
し
て
政

か” ベ ， … ， .

f! !

(f ； 'j .1
\iu f

府
自
ら
最
低
價
格
を
保
證
し
、千
九

.百
十
七
年
九

.月
：十
五
日
丨
I

千
九
宵
十
八
年
一

:
月
三
十

f

 

日
に
茧
る
？

 

I

噸
西
十
五
志
、千
九
百
十
八
年

.
_ー1
月
ょ

&

三
.
.月
に
至
る
ネ
で
同
上
百
ニ
十
志
、
 

t
 

_

の
季
節

^

冷
.て
.
.は

ー

白

三

ナ

志.ビ
し

/2
る
爲

め
、農
，民
中
新
に
土
地
を

.馬
鈴
薯
の
耕
作
に

；
；
 ̂

し
k

る
も
の

/

面
«

十
鹆
ユ
ー
カ
ー
に
及
び
、收
漉
高
の
增
加
確
實
ミ
爲
れ

b

e:
而
し
て
一
方 

に
.食
糧
管
理
官
ば
馬
鈴
磐
の
小
賣
代
惯
を
へ
決
定
し
、千
九
百

+

七
年

.ニ
月

1
日
市
場
に
於
て
は 

一
封
-度

に
#

きT.1:

片

：
乃

：
至

：
一

.て
片
半
：を
唱
へ
た
る

.に
拘
は
ら
ず
、之

を

•一
 

片
半
と
し
た

.b

.°
假
に 

I

I
度
一
片
半
を
以
て
計
算
ぜ
ん
か
、：

1

«
の
代
價
は
十
四
磅
に
當
る
可
く
、農
業
奢
^
保
證
せ 

ら
れ
た
，る

最

低
®

格
と
此
代
價
ダ

0

差
ば
運

|賃
、卸
賣
人
小
賣
人
等
の
利
益

^

歸
'す
可
き
な

t
 

牛
乳
に
就
て

.見
る
に
、開
戰
前
備
敦
に
於
け
る
小
賣
相
場

.は
一
ク
ォ

1

.
> に
#

き
四
片
な

4 

し

が
、千

九

百

十

六

.年
九
月
.に
は
偷
敦
の
北
部
幷
に

.東
部
に
於
て
五

' 片
に
跑

®

に
於
て

六

广

r 

a

彘
，し

/2
!)
。
.而
し

て

此

it
價
騰
貴
に
基
く
利
益
は
多
く
生
產
'考

0

占
む
る
所
ビ

爲

&
、
小
賣

' 

業
者
の
利
益
と
夥
る
を

#:
ざ
&

し
は
彼
の
チ
ツ
キ
ス
。フレ
ス
、デ
ー
ャ
ッ
ー
會
社
の
利
益
配
.當 

千
九

.联
十

.三
年
の
八
分

i
.
b
.
、千
九
百
十

0

年
七

.

.分
に
、千
九
首
十
五
年
五
分
に
鱗
少
し

f

る 

事
に

.依
て
、之
を
却
る
に

_

ん
と
せ
ず
。；
即
ち
牛
乳
卸
賣

m

者
，の

難

度

は
*
.た
し

.く
橫
暴
を 

竿
ニ
卷

(

八
九
七

〕

論

說

英

媼

時

の

食

觀

脰

と

秦

政

策

.
_ 

箱

七

锨
M

が



第

十

二

饴(

八
九
八)

.
論
‘ 

•
©!
:

英
國
戦
時
の
食
极
問
題
と
農
業
政
策
. 

第
七
彼 

ニ
四

極
め
商
務
院
の
划
き
«
敦
其
他
大
都
會
に
供

給

す

る
牛
乳
は
|
¥
ャ
ロ
ン
に
付
き
一
志
四
片 

を
以
て
、相
當
の
代
價
ビ
認
む
る
と
と
を
公
表
し
た
る
に
拘
は
ら
ず
、チ
チ
シ
ャ

I

州
農
業
組
合 

は
、1

志
五
片
を
耍
し
、此
代

®

,に
し
て
承
認
せ
ら
れ
ざ
れ
ば
、牛
乳
を
中
酿
に
供
す
可
し
と
し
た 

6

.

0固
ょ

p
. p

.
戰
後

«

料
の
代
價
幷
に
勞
働
賃
銀
の
共
に
騰
貴
し
た
る

.は
明
白
の
事
實
な

K
V 

と
雖
も
、之
を

.以
て
上
記
の
騰
貴
を
認
容
す
る
や
否
や

'

個
の
問
題
ど
せ
ざ
る
可
か
ら

t

此 

ノ
間
、に
處
し
て
、商
‘務(

院
は
；.千
九
首
十
六
年
十

一

月
下
旬
命
令
を
癡
し
、牛
乳
の
代
價
に
二
重
の
制 

限
を
設
け
穴

6

0
即，ち
代
價
は
策
一
千
九
耳
十
六
年
十
ー
月
十
五
日
现
在
の
程
度
ょ

b

之
を 

高
か
ら
し
め
中
、第
，二
戰
.爭
：前

の

同
1

月
次
に
於
け
る
代
價
に
對
し
て
高
貴
な
る
程
度
を

1

楚 

す
る
乙
と
を
主
服

ど

し
、®
前
の
小
賣
代
價
ニ
ク
ォ
ー
ト
に
付
き
陽
片
に
對
し
て
ニ
片
を
加
重 

し
、戰
前
，の
卸
賣
代
價 

一
?

シ
に
付
き
十
二
片
乃
至
十
三
片
に
對
し
て
、五
片
牢
乃
至
六
片
半 

を
加

®

す
る
こ

VJ 

>
し
、軍
に

!

個
月

.の
後
に
至
、

b
、卸
賣
牛
乳
の
代
價
を

I

ガ
切
ン
に
付
き

J 

志
八
片

-R
引
上
げ
た

K

V

O然
も
斯
る
代
價
は
果
し
て
農
業
者
を
苦
し
め
，産
出
高
を
抑
制
ず
る 

の
傾
向
な
き
や
否
や
，に
就
て
、疑
點
の
、

存

す

る

i

の
ぁ
々
し

?:
以
て
、六
月
に
至
ぅ
、食
糧
監
理
官 

の
任
命
し
穴
る
委
員
會
は
：正
當
の
代

價

を
：調
査
し
、六

月

十

五

日

よ
i

九
：月
三
十
日
に
至
る
ま

で
一
，
ク
ォ
.丨
ト
七
片
と
す
可
き
乙
と
を
決
定
し
、九
月
に
至
卩
て
之

'|
:
改
正
し
十
月
以
後
翌
年 

三
月
に
至
る
ま
で
偷
敎
：に
於
け
る
牛
乳
の
代
價
を
八
片
に
引
上
ぐ
可
し
ヒ
し
た
ぅ
。

斯
の
'如
く
政
府
は
千
九
西
、十
六
年
十

1

月
ょ

.5

千
九
百
十
.七

年

ニ

月
に
至
る
間
’牛
乳
幷
に 

小
#
の
代
價
を
务
定

す
る

の
制
度
を

.實
施
し
、敢
て
他
の
物
資
に

0

し
て
は
同
樣
の
.處
置
丨
出 

で
ざ

5

し
が
、千
九
吉
十
七
年
四
月
十
六
日
に
至
ぅ
、千
九

.百
十
六
年
中
收
穂
せ
ら
れ
た
•る穀
物 

の
：最
高
代
©
を
公
定
ず

 

一
ク
ォ
ー

タ
I

に
付
&
七
十
入
志
大
麥
は 

ふ、十
五
志
，燕
麥
は
五
十
五

.志
ビ
し
、

E

に
五
月
小
®
最
高
代
價
を
公
表
し
殆
ど
一
切
の
農
產
物 

に
し
：て
日
常
食
料

"品
た

_る
も
の
を

.綱
羅
し
穴

6
.
0 

.

.
斯
く
政
府
が
食

«

政
：，策

故

步

を

進

び

る

に

當

ぅ

ニ

の

：注

自

す

可

き

事

實

は

千

九

，百
十
七
.年 

し
ヽ
目
ロ
ン
ダ
卿
が
#

.■
:ヴ
ォ
シV

丨
ト
卿
に
代
り
て
、食
糧
踩
理
官
の
職
に
就
く
ビ
共
に
、蹲
理
官 

の
職

®

を
*

張
し
、同

.官
は

(

一
X

場
の
生
產
物
の
全
部
又
は
一
部
に
對
し
、其
生
產
戡
に
戰
前
の 

利
澗
率
を
加
重
し
れ
る
金

.額
を
代
價
と
し
て
支
拂

a

て
、之
を
收
用
す
る
を
得

a

一)

此
代
價
を
決 

..

定
す
る
に
當
り
、エ
場
の
嶙
筂
を
檢
閱
す
る
を
得
，

(

三)

商
：人

.に
對
し
て
：は
其
支
拂

a

た
る
'代
價
に 

戰
爾
標
準
の
利

.潤
を
加
へ

*

る
金
額
を
交

.付
し

.て
、其
所
有
す
：る
-物
資
、を
'收
用
す
る
を
#
る
こ 

笫
t

ー
餘

(

八九九

)

論

ft
宴
國
戦
時
の
食
糧
蜃
と
蠢
皮
策 

第
七
號 

一5



第

十

二

怨

(

九
0
〇)

論
、

說

.

英
國
顿
時
の
，食
糨
問
賭
と
農
業
政
饱

 

第
七
號 

ニ
六

と

、
、爲
れ
り
。

常
時「

戰
時
事
變
勞
働
.漭
國
民
委
員
會」

は

物
®

調

節

，に

就

て

、根

本

的

政

策

を

採
 

用
せ
ざ
る
こ
ビ
を
雛
じ
、其
方
針
ビ
し
て
、匸
政
府
は

一

切
の
船
舶
幷
に
運
澄
機
關
を
管
理
し

®
 

毁
な
る
輸
入
贫
料
品
を
總
て
買
收
す
る
こ
と
バ
ー
一

)

政
府
は
小
麥
、

W
、馬
鈴

«

牛
乳
の
如
&
內
國
產 

食
料
品
を
質
收
し
、其
代
惯
を
一
定
す
る
ヾ

」

典
に
索
庭
に
於
て
消
戥
せ
ら
る
，
高
を
割
當
る
こ 

1

三)

_

0
中
幷
に
戰
後
.六
個
月
間
政
府
は 

一
ロ
ー
フ
_
六
片
以
ヤ

0

代
M

を
以
て
麵

ft
を
®
:
却 

す
る
こ
と
、

(

四)

政
府
味
食
：锻
管

'理
の
爲
め
、市

.廳
に

.1

機
•關
を
設
し
#

働
者
補

«

組
合
#
に
婦
人 

康
槳
組
合
の
代
表

.者
を
し

v
之
に
參
加
せ
し
む
る
こ
ビ
の
數
條
を
決

,

し
、政
府
に
求
む
る
所 

命
れ
る
.を
以
て
、食

糧

監

理

官

亦

之

に
*

じ
、六
.月

ニ

十

六
0-
を
以
て
，、今
後
.食
糧
の
生
.產
；，に
11
係 

あ
る
：，產
業
の
踩
督
；を
厲
行
ず
可
く
、代

價

は

物

資

の

生

產

幷

に

分

.配
に
關
係
：ぁ

る
A

に
相
#

の

利
潤
を

-與
ふ
る
の
程
度

:̂
於
て
決
定
す
可
き
こ
と
を
明
言
し
た

>9

0
故
に
斯
る
物

®

政
：策
を

.ン

.
:
.
.
;: 

.
一
 

.

.
; 
.

.

.
-
' 

-

實
行
す
る
に
就
て

.、第
一
に
必
要

-ど
爲
る
は
、貨
物
の
生
產
幷
に
取
扱
の
費
用
を
決
定
し
、之
を
代

價
制
限
の
德
傘
'に
充
つ
る
の
一

 

'
.
事
に
し
て
、此
必

0

に
*
ず
る
爲
め
、食

«

省
內
に
生
產
典

_

查

局
を
：設
け
，帳
飾
.檢
#
:を
始
；め
、材

料

蒐

集

の

権

能

'を
與
へ
、斯
く
て
調
査
し
た
.る
生
產
费
に
戰
前

の

茈

常

利

潤

を

加
-

*
る
も
0
'を

取

っ

七

代

價
5:
制
限
す
.る

乙

ビ
>

^
た

丸

.：

十

七

世

紀

の

•英

國

U

於

け

る

刺

字

論

爭

(

其

I

• 

:
.
■'
.
' 

一,

：

.

. 

'

.

,

' 

: 

高

' 
橋

；
' 

誠

一

郞
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.

.

.
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.

.

.
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六
> 

所
謂

「

自
由
貿
易
論
者

」

の
利
子
法
定
_
最
非 

,

主
.政
復
古

.の
‘議

會

に

於

て

；は
、利
子
’の

法

定

限

度

をC
h
a
r
l
e
s
.

一
 

世
：時
代
の
八
分
に

.復
舊
：せ
し 

め
ん
ビ
企
圖
し

y2
る
*

無
含
に
あ

‘ら
ざ
ぅ
し
も
、結
局
六
分
の
、利
_

を
刹
持
す
る

.
に
^

^
り
督

2 

パ

：

o
h

a

l 

I
L

P'
I
S
-1:
-質
易

：の
上
に
及
す
利
.
.率
.法
定
；の
精
細
な
る
影
#

は
.當
時
の
.貿
易
狀
德
に
關 

::
し
：十
分
な
る
智
識
あ
る

R

非
ざ
れ
ば
、之
を
：估
料
す
る

乙

と
.決
.：し
て
容
易
の

.業

に

非

ず

吾

人

.は 

靈
こ

T

穩
和
な
る
マ
ー
力
ン
チ
プ
ス
ト

」

?

0
0
3
1
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n
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f

 St
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d
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w

o

o
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M
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2
0
3
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、若
し
く

 

は「

折
衷
主

‘義
潜

」
a
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【

I
n
l
m
v
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K
c
o
n
o
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1907
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T 49
)

の

f

人
ビ

し
て
觀
ら
る
可

§
 .sir: J

o
l

 C
h
i
l
d

の
四
分
.利
子
論
を
紹
介
し 

爷
れ

b
、
然

ら

ば

，彼

れ

，
の

後
_に
'出

で
.た
る
所
謂

「

自
：货賀
易

'論

：
寧

の

：
、
利
.子

に

對

す

る

意
：：

見
.
.如
何
。
 

第
十
七
世
紀
末
に
於
け
る
所
謂

「

自
由
質
易
論
^

」

ビ
は
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